
① 武家諸法度
ぶ け し ょ は っ と



幕府は元和元年（1615）に、大名が守るべき

ことがらをまとめた武家諸法度を定めました。
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7代徳川家継と15代徳川慶喜を除き、将軍の代替わりごとに

発布し、内容もすこしずつ改められます。
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この法度では、新しく城をきずくことを禁じたり、この法度では、参勤交代制を定めたり、
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新しく城をきずくことを禁じたりしました。
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